
戸田育英財団 奨学金 

 
応募資格 

以下の要件を満たす方とします。 
・大学生…1学年～2学年に在籍する日本国籍を有する学生 25 名 
高校評定平均値が 4.00以上の方（1 年生） 
前年度の成績が GPA3.00以上の方（2年生） 

・経済的な理由により就学が困難な方 
（家計支持者の収入が前年度年収 950 万円以下の方 収入に関する証明書の写し等を添付） 

・奨学生交流会等、財団の行事に必ず出席出来る方 
・他の団体の奨学金との併給も可とします 
 
返還の有無 

・奨学金の返還義務はありません。 
・卒業後の進路について何らの義務はありません。 
 
奨学金の給付金額／期間 

・大学生 37,000 円／正規の最短修学期間 
・毎年 5月、8 月、12月の 3回に分けて 4 か月分を振込 
・本人名義の銀行口座に各支給月の 23 日に振込 
（初回は手続き完了後、4 月に遡り給付となります。振込日が休日の場合はその前日に振込します。）  

・当財団指定の銀行に本人名義の口座を作成の事 
 
提出書類 

当財団は指定大学を通じて奨学生を募集しています。 
応募される方は、戸田育英財団宛に提出書類 6点を郵送でご提出いただきます。 
 
応募方法：郵送のみとします。メールでの送付は選考外となります。 
・奨学生願書 指定用紙を使用し、写真を添付してください。 
・推薦書 1年生は出身校等に依頼してください。2年生は所属研究室に依頼してください。 
・成績証明書 1 年生は高校時の証明書、平均値を計算し記載すること。2 年生は GPA が記載されてい
るもの。（各々小数点第 3位を切り捨て）。 

・本人の住民票抄本 原本をお送りください。 
・家計支持者の収入に関する証明書等 写し可。 
・課題の作文 課題は 2題、2 題共に A4 の用紙に各 1,000字以内で記載のこと。 
（Word 横書きで作成してください。作文用紙を使っての記載は不要です。） 
① 30 代からの将来の夢について 
②「インターネット上のマナーについて」あなたはどう考えますか 



 
締切： 2025年 5 月 27日（火）必着 
 
【郵送先】 
〒104-0032 東京都中央区八丁堀 4-10-1 甲東ビル 401 
公益財団法人 戸田育英財団 事務局 
 
選考 

・奨学生選考委員による書類選考（第１次）、面接選考（第２次）で決定します。 
（面接に欠席された方は、辞退したとみなします。） 

・採用が決定した時は、誓約書を提出のこと。 
・奨学生の合否の通知は、本人、大学に各々郵送します。 
 
奨学金の中止 

以下に該当する場合、奨学金の給付を中止することになります。 
・休学時・留年時・停学時・懲戒処分を受けた時・退学時 
・当財団の交流会に無断欠席した時 
・年度末に「現況報告書」及び「成績証明書」を提出しない場合 
・当財団の定める奨学生の義務違反の時（誓約書の内容） 
・SNSへの投稿は禁止します。 
 
個人情報の取り扱い 
提出いただいた個人情報は「公益財団法人 戸田育英財団 個人情報保護方針」に従い適切に管理しま
す。 
提出いただいた個人情報は奨学金の給付に関する業務、当財団が行う交流会以外の目的には使用いたし
ません。 


